
○
総
務
省
令
第　
　
　

号 

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
生
活
基
本
調
査
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年　
　

月　
　

日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正　
　

 

 

社
会
生
活
基
本
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

 

社
会
生
活
基
本
調
査
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

                                                        　



改　

正　

後

                                      

改　

正　

前                         

（
調
査
事
項
等
） 

（
調
査
事
項
等
） 

第
六
条　

社
会
生
活
基
本
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
一

第
六
条　

社
会
生
活
基
本
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
一

部
の
調
査
世
帯
の
世
帯
員
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
ホ
か
ら
リ
ま
で
並
び
に
第
四
号
ホ
及
び
ヌ
を
除
く
。
以
下

部
の
調
査
世
帯
の
世
帯
員
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
ホ
か
ら
リ
ま
で
並
び
に
第
四
号
ホ
及
び
ヌ
を
除
く
。
第
十
二

「
調
査
事
項
」
と
い
う
。）
を
調
査
す
る
。 

条
第
一
項
に
お
い
て
「
調
査
事
項
」
と
い
う
。）
を
調
査
す
る
。 

［
一
～
五　

略
］ 

［
一
～
五　

同
上
］ 

［
２　

略
］ 

［
２　

同
上
］ 

（
統
計
調
査
員
） 

（
統
計
調
査
員
） 

第
八
条　

［
略
］ 

第
八
条　

［
同
上
］ 

２　

統
計
調
査
員
は
、
都
道
府
県
知
事
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
担
当
調
査
区
（
都
道
府
県
知
事
か
ら
指
定
さ
れ

２　

統
計
調
査
員
は
、
都
道
府
県
知
事
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
担
当
調
査
区
（
都
道
府
県
知
事
か
ら
指
定
さ
れ

た
調
査
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
内
に
あ
る
調
査
世
帯
に
係
る
調
査
票
の
配
布
及
び
取
集
、
調
査
世
帯
に
係
る

た
調
査
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
内
に
あ
る
調
査
世
帯
に
係
る
調
査
票
の
配
布
及
び
取
集
、
関
係
書
類
の
作
成

識
別
符
号
（
総
務
大
臣
が
調
査
世
帯
の
世
帯
員
を
識
別
す
る
た
め
に
付
し
た
符
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
記

並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
事
務
を
行
う
。 

載
し
た
書
類
の
配
布
、
関
係
書
類
の
作
成
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
事
務
を
行
う
。 

 

 
 

［
３
～
５　

略
］

［
３
～
５　

同
上
］

 
 

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

第
十
条　

社
会
生
活
基
本
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
。 

第
十
条　

社
会
生
活
基
本
調
査
は
、
調
査
員
（
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
員
の
事
務
の
一
部
を
行
う
指

 

導
員
を
含
む
。
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。）
が
調
査
票
を
担
当
調
査
区
内
の
調
査
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び

 

取
集
し
、
並
び
に
質
問
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。 

一　

調
査
員
（
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
員
の
事
務
の
一
部
を
行
う
指
導
員
を
含
む
。
次
号
及
び
第

［
新
設
］ 

三
号
並
び
に
第
十
二
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）
が
識
別
符
号
を
記
載
し
た
書
類
を
担
当
調
査
区
内

 

の
調
査
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び
総
務
大
臣
が
調
査
世
帯
の
世
帯
員
又
は
世
帯
主
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず

 

る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当

 

該
識
別
符
号
を
用
い
て
送
信
さ
れ
た
調
査
事
項
に
係
る
情
報
を
総
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
お

 

い
て
受
信
す
る
方
法 

 

二　

調
査
員
が
調
査
票
を
担
当
調
査
区
内
の
調
査
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び
取
集
す
る
方
法 

［
新
設
］ 

三　

調
査
員
が
調
査
票
を
担
当
調
査
区
内
の
調
査
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び
都
道
府
県
知
事
が
郵
便
又
は
民

［
新
設
］ 

間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定

 

す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
四
号

 

に
規
定
す
る
外
国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と

 

い
う
。）
に
よ
り
当
該
調
査
票
の
提
出
を
受
け
る
方
法 

 

［
削
る
］ 

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
の
た
め
、
前
項
に
規
定
す
る
方

 

法
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
調
査
票
を
調
査
世
帯
ご
と

 

に
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第

 

六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三

 

条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
こ
の
項

 

及
び
第
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
「
郵
便
等
」
と
い
う
。）
に
よ
り
送
付
し
、
及
び
郵
便
等
に
よ
り
当



 
 

該
調
査
票
の
提
出
を
受
け
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
は
、
実
施
年
の
十
月
八
日
か
ら
翌
月
九
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
。 

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
は
、
実
施
年
の
十
月
七
日
か
ら
翌
月
二
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
。 

 
 

　

（
期
間
の
変
更
）

　

（
期
間
の
変
更
）

第
十
一
条　

都
道
府
県
知
事
は
、
天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
の
た
め
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す

第
十
一
条　

都
道
府
県
知
事
は
、
天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
の
た
め
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す

 
 

る
期
間
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
期
間
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
地
域
を
限
り
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

２　

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
地
域
を
限
り
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項

 
 

る
調
査
を
行
う
期
間
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う
期
間
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

［
３　

略
］

［
３　

同
上
］

 
 

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

第
十
二
条　

［
略
］ 

第
十
二
条　

［
同
上
］　

 

 
 

［
２　

略
］

［
２　

同
上
］

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
社
会
生
活
基
本
調
査
の
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
調
査
票
に
記
入
し
、
当
該
調
査
票
の
取
集
に
応
じ
、
及
び
調
査
員
の
質
問

各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

に
答
え
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
二
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
調
査
票
に
記
入

 

し
、
及
び
当
該
調
査
票
を
都
道
府
県
知
事
に
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一　

第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法　

調
査
世
帯
の
世
帯
員
又
は
世
帯
主
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

［
新
設
］ 

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
総
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
識
別

 

符
号
を
用
い
て
調
査
事
項
に
係
る
情
報
を
送
信
す
る
方
法 

 

二　

第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法　

調
査
票
に
記
入
し
、
及
び
調
査
員
に
よ
る
当
該
調
査
票
の
取
集

［
新
設
］ 

に
応
じ
る
方
法 

 

三　

第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法　

調
査
票
に
記
入
し
、
及
び
当
該
調
査
票
を
都
道
府
県
知
事
に
郵

［
新
設
］ 

便
等
に
よ
り
提
出
す
る
方
法 

 

 
 

（
結
果
の
公
表
）

（
結
果
の
公
表
）

第
十
四
条　

総
務
大
臣
は
、
調
査
票
（
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
調
査
事
項
に
係
る

第
十
四
条　

総
務
大
臣
は
、
調
査
票
の
審
査
及
び
集
計
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す

情
報
を
含
む
。）
の
審
査
及
び
集
計
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

る
。 

 
 

（
調
査
票
等
の
保
存
）

（
調
査
票
等
の
保
存
）

第
十
五
条　

総
務
大
臣
は
、
調
査
票
を
三
年
間
、
調
査
票
（
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ

第
十
五
条　

総
務
省
統
計
局
長
は
、
調
査
票
を
三
年
間
、
調
査
票
の
内
容
（
第
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る

た
調
査
事
項
に
係
る
情
報
を
含
む
。）
の
内
容
（
第
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
を
除

事
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
が
転
写
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

く
。）
が
転
写
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
結
果
原
表
又

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
結
果
原
表
又
は
結
果
原
表
が
転
写
さ

は
結
果
原
表
が
転
写
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
永
年
保
存
す
る
も
の
と
す

れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
永
年
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



 

附　

則

 

　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 


